
技能職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則 

技能職員の給与等に関する規則（昭和４１年１２月生駒市規則第９号）の一部 

を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。



別表第１（第４条関係） 

給料表 

職員の区分 号 給 給 料 月 額 （円） 

１ １２８，８００ 

２ １３５，４００ 

３ １４２，２００ 

４ １４８，４００ 

５ １５４，７００ 

６ １６１，６００ 

７ １６８，８００ 

８ １７６，１００ 

９ １８２，４００ 

１０ １８８，８００ 

１１ １９５，５００ 

１２ ２０４，７００ 

１３ ２１１，８００ 

１４ ２１９，０００ 

１５ ２２６，７００ 

１６ ２３４，８００ 

１７ ２４３，０００ 

１８ ２５１，３００ 

１９ ２５９，６００ 

２０ ２６７，９００ 

２１ ２７６，２００ 

２２ ２８４，４００ 

２３ ２９２，３００ 

２４ ３００，２００ 

２５ ３０７，９００ 

２６ ３１５，１００ 

２７ ３２２，１００ 

２８ ３２８，５００ 

２９ ３３４，５００ 

３０ ３４３，５００ 

３１ ３４９，３００ 

３２ ３５４，３００ 

３３ ３５８，９００ 

３４ ３６２，３００ 

３５ ３６７，０００ 

３６ ３７５，５００ 

３７ ３８３，２００ 

３８ ３８９，３００ 

３９ ３９５，０００ 

４０ ３９９，６００ 

４１ ４０４，１００ 

４２ ４０７，９００ 

４３ ４１１，２００ 

４４ ４１４，７００ 

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

４５ ４１８，１００ 

再任用職員 市 長 が 定 め る 額



附 則 

この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。




